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３． ４７都道府県町村会（９２６町村）令和４年４月１日現在

４． ６９名（３団体）事務局職員数
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全国町村会は、全国の町村を母体とした４７都道府県町村会を
もって組織しており、全国の町村に共通する行財政の基本問題や当
面する町村の行財政問題の解決を目指した活動及び町村の総合賠償
保険事業等を行っています。

一方、全国町村会と表裏一体の団体である一般財団法人全国自治
協会は①会館の維持管理・ホテル事業、②町村の財産の損害補填に
関する共済事業、また関連団体である全国町村職員生活協同組合

は、町村職員の財産の損害補填に関する共済事業を行っています。
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次　　長
（総務・事業・災害共済・生協担当）
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《全国町村会等組織図》
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全国町村会等のあらまし


